
2025年 3月 5日 

お客さま各位 

株式会社 北海道銀行 

 

「どうぎんアプリご利用規定」の改定について 

 

いつも北海道銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

この度、下記の通り「どうぎんアプリご利用規定」を改定いたしますので、お知らせし

ます。 

 

記 

1. 実施日 

2025年 3月 10日(月) 

 

2. 対象規定 

どうぎんアプリご利用規定 

 

3. 内容 

どうぎんアプリの新機能として「住所・電話番号・名義変更サービス」、「キャッシュ

カード停止・再開サービス」、「クレジット・Visaデビット申込みサービス」の提供を開

始するにあたり、「どうぎんアプリご利用規定」の関連する項目（第 28 条・第 29 条）

を追加いたします。 

 

4. ご参考 

本日付ニュースリリース「『どうぎんアプリ』に新機能搭載 第 2弾！『住所・電話番

号・名義変更サービス』等の提供開始について」 

 

以上 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

北海道銀行 デジタル戦略部 平尾・柳澤 TEL 011-233-1418 

https://www.hokkaidobank.co.jp/kitei/pdf/dougin_app_kitei.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/kitei/pdf/dougin_app_kitei.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/common/dat/2025/0305/1741136733259998687.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/common/dat/2025/0305/1741136733259998687.pdf

